
市会議案第２号 

 

   吹田市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につ 

   いて 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年３月３日提出 

 

        吹田市議会議会運営委員会委員長  川本  均 



( 1 ) 

吹田市議会規則第  号 

 

吹田市議会会議規則の一部を改正する規則（案） 

 

吹田市議会会議規則（昭和４３年吹田市議会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

第８３条第１項中「出席委員」の次に「（吹田市議会委員会条例（昭和３８年吹田

市条例第８号）第１２条の２第１項に規定するオンライン（以下「オンライン」とい

う。）により出席する委員を含む。以下同じ。）」を加え、同条第２項中「の委員」

の次に「（オンラインにより出席している委員を除く。）」を加える。 

第９１条に次の２項を加える。 

２ 分科会又は小委員会の委員長は、非常災害又は重大な感染症の流行が生じたこと

により、分科会又は小委員会の委員が招集場所に参集することが困難であると認め

るときは、オンラインにより、又はオンラインを併用して分科会又は小委員会を開

催することができる。 

３ 分科会又は小委員会の委員は、オンラインにより分科会又は小委員会に出席する

ことを希望するときは、分科会又は小委員会の委員長の許可を得なければならな

い。 

第１０７条を次のように改める。 

（委員長の発言等） 

第１０７条 委員長は、委員として発言するときは発言が終わるまでの間、討論をす

るときはその議題の表決が終わるまでの間、委員長として議事進行を行うことがで

きない。 

２ 委員長は、前項の規定により委員長として議事進行を行わないときは、オンライ

ンにより出席している場合を除き、委員席に着くものとする。 

第１１６条中「委員」の次に「（オンラインにより出席している委員を除く。）」

を加える。 

第１１８条第２項中「投票」の次に「（オンラインにより、又はオンラインを併用

して開催する委員会にあつては、委員に賛否を発言させる方法）」を加える。 

第１１９条第１項中「投票」の次に「（オンラインにより、又はオンラインを併用

して開催する委員会にあつては、委員に賛否を発言させる方法）」を加え、同条第２

項中「記名投票と」を「記名投票及び」に改める。 

第１５６条中第４項を第６項とし、第３項の次に次の２項を加える。 

４ 招集権者は、非常災害又は重大な感染症の流行が生じたことにより、構成員が招

集場所に参集することが困難であると認めるときは、オンラインにより、又はオン

ラインを併用して協議等の場を開催することができる。 

５ 構成員は、オンラインにより協議等の場に出席することを希望するときは、招集

権者の許可を得なければならない。 



( 2 ) 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



( 1 ) 

 

吹田市議会会議規則現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（定足数に関する措置） 

第８３条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないとき

は、委員長は散会を宣告することができる。 

２ 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を

制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。 

３          －－－－－－－－略－－－－－－－－            

 

 

 

 

（分科会又は小委員会） 

第９１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－            

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員長の発言） 

第１０７条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席につき発言し、

発言が終つた後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、

その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。 

 

 

（定足数に関する措置） 

第８３条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員（吹田市議会委員会条例

（昭和３８年吹田市条例第８号）第１２条の２第１項に規定するオンライン（以下

「オンライン」という。）により出席する委員を含む。以下同じ。）が定足数に達

しないときは、委員長は散会を宣告することができる。 

２ 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を

制止し、又は会議室外の委員（オンラインにより出席している委員を除く。）に出

席を求めることができる。 

３          －－－－－－－－略－－－－－－－－            

 

（分科会又は小委員会） 

第９１条       －－－－－－－－略－－－－－－－－            

２ 分科会又は小委員会の委員長は、非常災害又は重大な感染症の流行が生じたこと

により、分科会又は小委員会の委員が招集場所に参集することが困難であると認め

るときは、オンラインにより、又はオンラインを併用して分科会又は小委員会を開

催することができる。 

３ 分科会又は小委員会の委員は、オンラインにより分科会又は小委員会に出席する

ことを希望するときは、分科会又は小委員会の委員長の許可を得なければならな

い。 

 

（委員長の発言等） 

第１０７条 委員長は、委員として発言するときは発言が終わるまでの間、討論をす

るときはその議題の表決が終わるまでの間、委員長として議事進行を行うことがで

きない。 

 

市会議案第２号参考資料 



( 2 ) 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

 

 

 

（不在委員） 

第１１６条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。 

 

 

（起立又は挙手による表決） 

第１１８条      －－－－－－－－略－－－－－－－－            

２ 委員長が起立者又は挙手者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対し

て出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとら

なければならない。 

 

（投票による表決） 

第１１９条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるとき

は、記名又は無記名の投票で表決をとる。 

２ 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方

法によるかを無記名投票で決める。 

 

 

（協議又は調整を行うための場） 

第１５６条  

           －－－－－－－－略－－－－－－－－            

３      

４ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 

 

 

 

２ 委員長は、前項の規定により委員長として議事進行を行わないときは、オンライ

ンにより出席している場合を除き、委員席に着くものとする。 

 

（不在委員） 

第１１６条 表決の際会議室にいない委員（オンラインにより出席している委員を除

く。）は、表決に加わることができない。 

 

（起立又は挙手による表決） 

第１１８条      －－－－－－－－略－－－－－－－－            

２ 委員長が起立者又は挙手者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対し

て出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票（オンライン

により、又はオンラインを併用して開催する委員会にあつては、委員に賛否を発言

させる方法）で表決をとらなければならない。 

（投票による表決） 

第１１９条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるとき

は、記名又は無記名の投票（オンラインにより、又はオンラインを併用して開催す

る委員会にあつては、委員に賛否を発言させる方法）で表決をとる。 

２ 同時に前項の記名投票及び無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの

方法によるかを無記名投票で決める。 

 

（協議又は調整を行うための場） 

第１５６条  

           －－－－－－－－略－－－－－－－－            

３      

４ 招集権者は、非常災害又は重大な感染症の流行が生じたことにより、構成員が招

集場所に参集することが困難であると認めるときは、オンラインにより、又はオン 

～ ～ 



( 3 ) 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

 

 

ラインを併用して協議等の場を開催することができる。 

５ 構成員は、オンラインにより協議等の場に出席することを希望するときは、招集

権者の許可を得なければならない。 

６ 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。 

 


